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１ 診療録等

（１）診療録

① 診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので適切に記載すること。

ア 口腔内装置の所定点数に含まれ別に算定できない場合においても、咬合採得

を行った際には診療録に記載すること。

イ 診療行為の手順と異なった記載がある。

ウ 訂正又は追記した者及び日時が不明である。

② 診療録第１面（療担規則様式第一号（二）の１）の記載内容に次の例が認めら

れたので、必要な事項を適切に記載すること。

ア 転帰について記載がない。

イ 傷病名について、１回目の歯周病検査を実施せずにＰと診断しているものが

見られたが、確定診断は客観的な検査等に基づいて行うものであることに留意

すること。

ウ 傷病名にＰ、Ｃ、Ｐｕｌ及びＰｅｒの略称を使用しており、病態に係る記載

がない。

③ レセプトコンピュータ等ＯＡ機器により作成した診療録の記載方法、記載内容

に次の例が認められたので、適切に診療録を作成すること。

ア 手書きで加筆する場合に、加筆に必要な空行を設けず、印字横の空欄に記載

している。

２ 医学管理等

（１）歯科疾患管理料

① １回目の管理計画において、診療録に記載すべき内容について、記載の不十分

な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載するこ

と。

② ２回目以降の歯科疾患管理料を算定した月に診療録に記載すべき内容につい

て、記載の不十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて

適切に記載すること。

ア 管理に係る要点

（２）歯科衛生実地指導料

① 歯科衛生実地指導料に係る情報提供文書に記載すべき内容について、記載の不

十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載す

ること。

ア 指導の実施時刻（開始時刻及び終了時刻）
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（３）薬剤情報提供料

① 情報提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたの

で、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

ア 相互作用

３ 歯周治療

（１）診断等

① 歯周病に係る症状、所見、治癒の判断、治療計画等の診療録への記載が不十

分であり、診断根拠や治療方針が不明確な例が認められたので、記載内容の充

実を図ること。

② 歯周治療の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」（令和

２年３月 日本歯科医学会）を参考に適切な治療を行うこと。

③ 歯周病に係る診断根拠、治療方針、治癒の判断及び治療計画の修正等が不明確

な例が認められたので、歯周病検査及び画像診断の結果等を診断及び治療に十

分活用すること。

４ 処置

（１）歯周病安定期治療

① 管理計画書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、

次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

ア 歯周病安定期治療の治療方針

② ２回目以降の歯周病重症化予防治療において継続的な管理を行うに当たって、

必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認すること。

（２）口腔内装置

① 顎関節症に対して、口腔内装置を用いた治療を行っている場合における診断に

ついて、診療録の記載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて、適

切に記載すること。

② 口腔内装置の製作方法と使用材料名について、診療録に記載していない例が

認められたので、適切に記載すること。

（３）歯内療法

① 算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次の例が認められ

たので改めること。

ア 複数の根管を有する歯において、一部の根管で緊密な根管充填を、行ってい

ない。
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イ 根管充填後に撮影した歯科用エックス線画像が、根管充填の確認に利用でき

ない。

５ 手術

（１）抜歯手術

① 歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対する骨の開さく又は歯根分離術等に該

当していない場合に、算定できない難抜歯加算を算定している例が認められたの

で改めること。

（２） 歯周外科手術

① 歯周外科手術（歯肉剥離掻爬手術）における手術内容について、診療録への記

載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

６ 歯冠修復及び欠損補綴

（１） 補綴時診断料

① 補綴時診断料の診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認めら

れたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

ア 設計等の要点

② 補綴時診断料について、補綴治療を開始した後日に算定している例が見られた

ので改めること。

（２） 有床義歯

① 高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず残根歯に対し

て、歯内療法及び根面被覆が完了できなかった場合に義歯を製作した際に、その

理由について、診療録に記載していない例が認められたので、個々の症例に応じ

て適切に記載すること。

② 有床義歯について、補強線を鋳造バーとして誤って算定している例が認められ

たので改めること。

③ 有床義歯修理の歯科技工加算に係る診療録に記載すべき内容について、記載の

不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

Ⅱ 診療報酬の請求等に関する事項

１ 掲示事項

（１） 保険医療機関の掲示事項に不備が認められたので、速やかに適切な掲示を行う

こと。

① 次の保険外併用療養費の療養の内容及び費用に関して掲示していない事項が
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認められたので、速やかに適切な掲示をすること。

ア 金属床による総義歯の提供

イ う蝕に罹患している患者の指導管理


